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1. [bookmark: _Toc46764583]事業内容

1.1　事業の目的及び内容
　障害福祉サービス等は、障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであることから、障害福祉サービス施設・事業所等（以下「事業所等」という。）が、感染防止対策を継続的に行うため、衛生用品等の購入に必要な経費について支援を行います。

[bookmark: _Toc45564055][bookmark: _Toc45790044]具体的な補助対象サービス、補助対象者、補助対象経費及び補助額等については、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱」（令和３年４月13日付障発0413第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国実施要綱」という。）及び「令和３年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等における感染防止対策支援事業補助金交付要綱」（令和３年12月28日３福保障地第1188号。以下「都交付要綱」という。）も併せてご確認ください。

[bookmark: _Toc46764584]（１） 障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業
ア　補助対象サービス
・　障害福祉サービス施設・事業所等
（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、施設入所支援、共同生活援助（介護サービス包括型）、共同生活援助（日中サービス支援型）、共同生活援助（外部サービス利用型）、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援を実施する事業所）

なお、以下の（１）から（13）までの事業所等であって、令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金及び令和３年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業における介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業の補助金交付を受ける場合は、本事業の対象としない。　
(１)療養介護
(２)医療型児童発達支援　　
(３)医療型障害児入所施設
(４)居宅介護（共生型・基準該当含む）
(５)重度訪問介護（共生型・基準該当含む）
(６)同行援護（基準該当含む）
(７)行動援護（基準該当含む）
(８)生活介護（共生型・基準該当）
(９)短期入所（共生型・基準該当）
(10)自立訓練（機能訓練）（共生型・基準該当）
(11)自立訓練（生活訓練）（共生型・基準該当）
(12)児童発達支援（共生型・基準該当）
(13)放課後等デイサービス（共生型・基準該当）

[bookmark: _Toc45564056][bookmark: _Toc45790045]イ　補助対象経費
　　対象となる事業所等における令和３年10月１日から12月31日までの衛生用品の購入費用及び感染防止対策に要する備品の購入費用を補助する。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税については、補助対象経費に含めないものとする。
a　衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用
b　外部専門家等による研修の実施に要する費用

ウ　補助額
　　次頁の基準単価等（都交付要綱の別表）のとおり

エ　留意事項
　　複数サービスを実施している事業所は、それぞれについて基準単価まで交付が可能ですので、それぞれの事業を申請してください。（複数事業の申請可）


基準単価等（都交付要綱から抜粋）
[image: ]

[bookmark: _Toc45564058][bookmark: _Toc45790047][bookmark: _Toc46764587]1.2　支援の対象期間等
対象となる事業所等における令和３年10月１日から12月31日までの衛生用品の購入費用及び感染防止対策に要する備品の購入費用を補助します。(ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税については、補助対象経費に含まない。)


[bookmark: _Toc45790048][bookmark: _Toc46764588][bookmark: _Toc45790049]２．交付申請の手続き

[bookmark: _Toc46764589][bookmark: _Toc45790050]2.1　申請方法・申請受付期間の確認
[bookmark: _Toc46764590]（１） 申請主体
本補助金の交付申請は原則、同一法人の異なる事業所番号の事業所や同一事業所番号で複数のサービスを行う事業所（いずれも都内のものに限ります。）等の申請を取りまとめて申請すること（以下「法人一括申請」という。）としています。その場合でも東京都国民健康保険団体連合会（以下「都国保連」という。）を通じて支払う補助金は事業所番号ごとに支払われます。

[bookmark: _Toc46764591]（２） 申請方法

1 　障害福祉サービス等報酬を都国保連に請求可能な施設・事業所等については、申請書等に必要事項を記載の上、都国保連の「電子請求受付システム」によりインターネット申請してください。

【注意】下記の場合には、都国保連ではなく、東京都に申請をしてください。
(1)都国保連に納入通知書により障害福祉サービス等報酬を請求している施設・事業所等
(2)都国保連に登録されている口座が債権譲渡されている場合


2 　その他の施設・事業所等については、東京都に申請してください。

なお、本事業の補助金は、施設等ごとの申請のほか、法人一括申請が可能です。いずれの場合も、補助金は事業所番号ごとに支払われます。
申請は原則として、各障害福祉サービス施設・事業所等で１回となります。なお、以下のケースは東京都に直接申請が必要です。



＜東京都に直接申請が必要なケース＞
Ａ　都国保連に登録されている口座が債権譲渡されている障害福祉サービス施設・事業所等からの補助金の申請
Ｂ　都国保連に対して給付費の請求を行っていない施設、納入通知書で請求を行っている施設・事業所からの補助金の申請


（都国保連に申請する場合の審査フロー図）

	事業所・施設等
	東京都
	都国保連

	１　申請書作成

２　電子請求受付システムを使用して申請書送付


７　不支給内容の確認


10　電子請求受付システムを使用して支払通知書受領

11 補助金入金
	
申請書
(Excel)




５　内容確認（審査）

６　交付決定／支払指示



支払通知書
(Excel)





	

３　電子請求受付システムを使用して申請書受付
４　都道府県への確認依頼
　　

８　確認結果受領

9　補助金支払






[bookmark: _Toc45564067][bookmark: _Toc45790051]

[bookmark: _Toc46764592]（３） 申請受付期間について
都国保連及び東京都（直接申請分）による受付は、以下の期間を予定しており、当該受付期間における都国保連及び東京都の営業時間内に到着した分について、東京都における審査・交付決定を経て、都国保連又は東京都から各障害福祉サービス施設・事業所等に対し、補助金が支払われます。
※国保連提出期間1月4日9時～1月31日17時厳守
	受　　　　付
	支　払　時　期

	令和４年１月４日～１月３１日
	①都国保連受付分
令和４年３月下旬

	
	②東京都(直接申請分)受付分
令和４年４月下旬から５月下旬


[bookmark: _Toc45790053]
※　申請内容に不備等があった場合には、その全部又は一部の確認や、エラー等による再申請を求めることがあります。その場合、再申請等を求めた分について補助金の支払いが遅れることがあります。


[bookmark: _Toc46764593][bookmark: _Toc45790054]2.2　申請書等の入手
申請書等を以下のホームページからダウンロードしてください。

〇　東京都福祉保健局HP　「感染防止対策支援事業」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/boushi-taisaku.html

	＜申請書等の構成＞
ⅰ　様式１(総括表)　精算交付申請書【法人単位で１枚】
ⅱ　様式2(一覧)　  申請額一覧【法人単位で１枚】
ⅲ　様式3(個票)  　事業所・施設別個票【事業所単位で１枚】
（Ⅳ　支払金口座振替依頼書（東京都に直接申請する場合のみ必要））

注　都国保連は、当該様式の記載情報を元に支払を行うシステムとなっているため、施設等において、本マニュアルにない変更・加工をしないで下さい。
注　都国保連へ申請される場合は、国保連登録済口座を使用いたしますのでⅣ　支払金口座振替依頼書の添付は不要です。


[bookmark: _Toc45790056][bookmark: _Toc46764594]


2.3　入力から申請までの手順（申請フロー）
電子媒体への入力を前提に記載しています。紙に手書きする場合についても、本作業フローに準じて、様式１～３に漏れなく記入します。
同一法人で都内に複数の事業所・施設等を有する場合は、事業所・施設等（法人本部）が各事業所・施設等の様式を取りまとめて申請を行います。

	手順
	施設・事業所等（法人本部）の作業
	各事業所の作業

	1
	本Excelを各事業所に配布し、以下の様式への記入を依頼
・様式３（個票）
	　

	2
	　
	以下の作業を行った上で、事業者（法人本部）へ返送
【様式３（個票）】
・黄色セルに入力

	3
	各事業所の個票のシートを１つのExcelファイルに集約し、個票シート名を「個票●」（●は１からの通し番号）に修正
※東京都以外の事業所は含めないこと
※「個票●」以外のシート名は絶対に編集しないこと。(数値が正しく反映されなくなるため)
	　個票を集約した際に、個票の一部セルの参照元が元ファイルになるため、「リンクを更新する」「更新しない」の表示がでますが、「更新しない」を選択してください。必ず様式１の金額が正しいか確認してください。都国保連申請分は、様式１の事業所番号ごとに補助金が支払われます。


	4
	様式２（一覧）の内容が、様式１（総括表）に正しく反映されていることを確認

	　

	5
	申請書に、申請者の法人名、代表者名、日付、提出先（東京都知事）を入力
	　

	6
	Excelファイル名を代表となる事業所の事業所番号に変更し、都国保連又は東京都に送付
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[image: ]
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[image: ]

支払金口座振替依頼書
（新規・変更用）
                                                         　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
東京都知事　殿

  　東京都から私に支払われる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は口座振替により受領することを希望します。ついては、今後下記の口座に口座振替の方法をもって振り込んでください。
          　　住　所

  依頼人  　　　　　　（連絡先電話番号　　　　（　　　）　　　　　　）
　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                          　(法人の場合は、法人名及び代表者職・氏名)
	込先金融機関名
	本・支店名
	金融機関・支店コード
	種目
	口座番号（右詰めで記入）
	
	

	          　　　　　　銀行・信用金庫
          　 信用組合・農協
	                  本店
                  支店
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	口座名義人（カタカナ）　　３０文字まで
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


＊　種目：預金種目は、次のコードを記入願います。　：１普通、２当座、４貯蓄

	

	


ご注意
１　新規・変更の該当する部分を○で囲んでください。
２　振込先の口座は依頼人ご本人の口座に限ります。（法人の場合は当該法人の口座に限ります。）
東京都からお支払いできる金融機関は下記リンク先金融機関です。
必ずリストにある金融機関の口座をご指定ください。
https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/koukinshuunou.htm

押印不要

[image: ]


[bookmark: _Toc45790057][bookmark: _Toc46764595]2.4　申請書等の提出（エクセルファイル）
申請書等の都国保連及び東京都（直接申請）の受付開始は令和４年1月4日9時からです。
(都国保連の最終受付締切は、令和４年１月31日17時です）。
また、施設等への補助金の振込みは、令和４年３月下旬となる予定です。
[bookmark: _Toc45790058]なお、申請は、各障害福祉サービス施設・事業所等で１回となります。

[bookmark: _Toc46764596]（１） 電子請求受付システムによるインターネット申請
（詳細は、12月下旬に電子請求受付システムのお知らせに掲載される操作手順書をご確認ください。）
・　「電子請求受付システム」に、障害福祉サービス等報酬の請求で使用しているID・パスワードによりログインし、本事業の申請画面にアクセスしていただき、提出用のファイルをアップロードしてください。
【留意事項】
　・　代理人のユーザIDによる申請は不可であり、事業所のユーザＩＤで申請を行います。
　・　請求ソフトは不要です。
　・　申請書のアップロードの際、電子証明書は不要です。
[bookmark: _Toc45895120]○ 電子請求受付システムによるインターネット申請３月

[image: ]1月







申請書を作成し、【交付金申請】画面に申請書をアップロードします。
申請書は、月末の締め切り日まで、変更、または取り下げることができます。
申請は1月31日17時に締め切られます。
締め切り後、申請書は[前月までの交付金申請履歴]から確認できます。
[前月までの交付金申請履歴]に表示されている申請書を取り下げることはできません。

申請が正常に処理されると、3月下旬に支払通知が届きます。
支払通知は、対象のお知らせの【お知らせ表示】画面に添付ファイルとして登録されます。

・　なお、通常のサービス費を代理人請求で行っている施設等についてもユーザーID、パスワードは払い出されていますが、時間経過等によるパスワードの紛失が想定されます。再発行の手続きは国保連合会で実施していますが、再発行申請が集中する場合など、時間がかかる可能性があります。パスワード紛失時の申請方法は都国保連ホームページ上のアナウンスをご確認ください。

■ 東京都国民健康保険団体連合会のホームページアドレス
https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/
[bookmark: _Toc45790059]
[bookmark: _Toc46764597][bookmark: _Toc45790060]（２）メールでの申請書の提出方法
＜東京都に直接申請する場合の申請先＞

電子データ申請フォームによる申請となります。
以下の「電子データ申請フォーム」から提出用のファイルをアップロードしてください。

申請書のエクセルファイルのほか、支払金口座振替依頼書の提出が必要です。
申請書及び口座振替依頼書は押印不要です。また、アップロードの際、電子証明書は不要です。

東京都福祉保健局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
「令和3年度障害福祉サービス事業所等における感染防止対策支援事業」
URL: https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/boushi-taisaku.html 

















[bookmark: _Toc46764598]（３） 紙媒体の申請書等の提出方法
・　交付申請書と様式１～３、支払金口座振替依頼書を同封して、下記あて先に郵送してください。

〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1 
東京都福祉保健局障害者施策推進部　
感染防止対策支援事業　事務局　宛

・　送付用の封筒の表面に｢感染防止対策支援事業補助金　申請書在中｣と朱書きしてお送りください。
〒163-8001
封筒

新宿区西新宿　２-８-１
東京都福祉保健局障害者施策推進部
感染防止対策支援事業補助金
事務局

感染防止対策支援事業補助金申請書在中









[bookmark: _Toc45790061][bookmark: _Toc46764599][bookmark: _Toc45790062]３．補助金の交付決定、振込み

[bookmark: _Toc46764600]3.1　交付決定
・　提出された申請書等について、東京都が内容を確認します。補助金の交付決定が行われた場合、都から施設・事業所等（法人）に交付決定通知が送付されます。
[bookmark: _Toc45790063]・　申請書に不備がある場合や、都国保連に登録されている口座が債権譲渡されているにも関わらず都国保連に申請した場合には、東京都が必要に応じ、施設・事業所等へ連絡することがあります。その場合、交付決定が遅れることがあります。

[bookmark: _Toc46764601]3.2　補助金の振込み
[bookmark: _Toc46764602]（１）申請書を都国保連に提出した場合
都国保連から施設等に振込通知が送付された上で、障害福祉サービス等報酬の振込用に登録されている口座に補助金が振り込まれます。
[bookmark: _Toc46764603]（２）申請書を東京都に提出した場合
東京都から口座振替依頼書の口座に補助金が振り込まれます。
[bookmark: _Toc45790064]
[bookmark: _Toc46764604]４．証拠書類の保管

補助金に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後５年間保管して下さい。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、交付要綱の定めるところにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。
[bookmark: _Toc45790065]会計検査等の際、証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金の返還を求められる場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。

[bookmark: _Toc46764607]５．お問い合わせ

お問い合わせについては、以下のフォームよりご連絡をお願いいたします。

	東京都 感染防止対策支援事業
問合せフォーム
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1641364401023



障害電子請求受付システムの操作方法等
	名　　称
	障害者総合支援電子請求ヘルプデスク

	電　　話
	0570-059-403（音声ガイダンス後「2」を押下）

	受付時間
	【令和3年12月】
（平日）10：00～20：00
【令和4年1月～令和4年3月】
（平日）10：00～20：00　（土日祝）10：00～17：00
※国保連への申請締切は令和4年1月末までです



[bookmark: _Toc46764608][bookmark: _Toc45790066]６．感染防止対策支援事業に関するＦＡＱ
　　「ＦＡＱ」を作成し、ホームページに掲載する予定です。申請に当たってご確認ください。（随時更新予定）
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image1.emf
分類 No

1 40人以下 20千円／事業所

2 41人～60人 30千円／事業所

3 61人以上 40千円／事業所

4 14千円／事業所

5 7千円／事業所

6 7千円／事業所

7 7千円／事業所

8 7千円／事業所

9 7千円／事業所

10 3千円／事業所

11 3千円／事業所

12 7千円／事業所

13 7千円／事業所

14 7千円／事業所

短期入所 15 7千円／事業所

16 40人以下 20千円／事業所

17 41人～60人 30千円／事業所

18 61人以上 40千円／事業所

19 7千円／事業所

20 7千円／事業所

21 7千円／事業所

22 40人以下 20千円／事業所

23 41人～60人 30千円／事業所

24 61人以上 40千円／事業所

25 40人以下 20千円／事業所

26 41人～60人 30千円／事業所

27 61人以上 40千円／事業所

28 3千円／事業所

29 3千円／事業所

30 3千円／事業所

31 3千円／事業所

32 3千円／事業所

33 3千円／事業所

34 3千円／事業所

35 3千円／事業所

36 3千円／事業所

37 3千円／事業所

・令和３年10月１日から12月31日までの衛生用品の購入費用及び感染防止対策

に要する備品の購入費用(ただし消費税及び地方消費税は除く)

・施設・事業所ごとに、基準単価まで助成することができる。

・施設・事業所ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方

の額を助成額とする。なお、助成額に1,000円未満の端数が生じた場合には、こ

れを切り捨てるものとする。

対象経費

助成額の算定

保育所等訪問支援

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

障害児相談支援

※１　対象施設・事業所については、令和３年10月から12月までの間に指定を受けている施設・事業所とし、休業中のものを含む。

※２　多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している事業所は、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで助成することができる。

※３　療養介護、施設入所支援、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の定員については、助成の申請時点で判断する。

※４　以下に掲げる事業所・施設であって、令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金及び令和３年度新型コロナウイルス感染症

　　流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業における介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業の補助金交付を受

　　ける場合は、本事業の対象としない。

    ・療養介護　　　　　　　　　　　　　　　　・同行援護（基準該当含む）　　　　　　　　　　・自立訓練（生活訓練）（共生型・基準該当）

　　・医療型児童発達支援　　　　　　　　　　　・行動援護（基準該当含む）　　　　　　　　　　・児童発達支援（共生型・基準該当）

　　・医療型障害児入所施設　　　　　　　　　　・生活介護（共生型・基準該当）　　　　　　　　・放課後等デイサービス（共生型・基準該当）

　　・居宅介護（共生型・基準該当含む）　　　　・短期入所（共生型・基準該当）

　　・重度訪問介護（共生型・基準該当含む）　　・自立訓練（機能訓練）（共生型・基準該当）

通所系

入所・居住系

訪問系

相談系

同行援護

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

就労定着支援

自立生活援助

児童発達支援

福祉型障害児入所施設

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

基準単価



医療型障害児入所施設

療養介護

施設入所支援

サービス名

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

短期入所

共同生活援助（介護サービス包括型）

共同生活援助（日中サービス支援型）

共同生活援助（外部サービス利用型）

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

居宅訪問型児童発達支援


